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1. 事業許可 
ルクセンブルクで事業を行うには所定の政府認可を取得する必要

があります。事業許可の取得を要するのは商業、技能職、産業

活動、及び一定の自由業となります。 

 
 

商業活動 

事業許可は、継続的かつ恒常的な事業活動に対して、設立

の自由の権利に基づき経済省によって発行されます。そのような

活動をルクセンブルクで行うには、申請者は事業者として相応し

い資質と健全性についての一定条件を満たし、またルクセンブル

クに恒久的施設を有することを示す必要があります。 

要求される事業者の資質はその事業の性質によって異なり、会

社経営の基礎知識から特定の職業資格や大学の学位まで多

岐にわたります。 

最も一般的な事業許可は商業活動(卸売り、小売り、商業サ

ービスの提供、本来的には知的サービスで事業会社により提供

されるサービス、産業活動)に関するものです。 

 

その他の規制対象活動 

規制の対象となる活動にはより多くの職業資格や認可が要求さ

れます。例えば、金融機関及びフィンテック企業はCSSF (ルクセ

ンブルク金融監督委員会)により規制監督されます。金融イノベ

ーションに関するプロジェクトや関連する規制の枠組みに関して

は、こちらをご参照ください。 Innovation  Hub – CSSF. 

 

労働者や一般市民に、またさらに環境に影響を与える可能性

のある事業を行う企業には特定の営業許可が要求され、通称

「com-modo/incommodo免許」と呼ばれています。 

 

その他の機関、例えば健康省とルクセンブルク弁護士会は、特

定の種類の活動を規制監視しています。 

 

ルクセンブルクでの事業設立を完了するには、ルクセンブルク商

業登記所と共同社会保障センターなど必要な機関での会社

登記、及び税務署への登録をする必要があります。

https://www.cssf.lu/en/innovation-hub
https://www.cssf.lu/en/innovation-hub
https://guichet.public.lu/en/entreprises/urbanisme-environnement/commodo-incommodo/autorisations-commodo/commodo.html
https://www.lbr.lu/
https://www.lbr.lu/
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/declarations-initiales/securite-sociale/immatriculation-employeur.html
https://aed.gouvernement.lu/fr.html


 

2. 法人形態 
起業家にとって大切なのは、事業の規模や性質に関わらずその

プロジェクト（個人事業主または事業会社）に適した法的形

態を選択することです。 

 

 

 
 

個人事業主 

個人事業主（フリーランスとも呼ばれる）になるということは個別の法人を設立するの

ではなく、自然人として事業を立ち上げることを意味します。対応はより柔軟で、立ち

上げのための行政手続きの数と費用は最も少なく済みますが、一方で起業家の個人

資産と商業用資産の区別がないためリスクは最大となります。 

 

 
 
 

 

事業会社 

リスク低減のため、多くの起業家は個人資産と商業用資産を厳格に区別する会社設立を選択します。この場合、共同経営者の責

任はそれぞれの出資額が上限とされます。資本会社も非個人的な性質を持ち共同経営者の出資に主に依存します。もっとも一般

的な会社形態は以下となります。 
 

株式会社（SA）は公正証書の作成

により設立されます。必要最低資本は

３万ユーロ、設立時にはそのうち上限２

５％（７，５００ユーロ）の払い込

みが必要です。株式会社の形態は新規

株主による出資や資本市場へのアクセス

を可能とします。 

有限会社（SARL）も公正証書の作

成により設立されます。設立時に必要最

低資本金１２，０００ユーロを全額

払い込むことが必要です。初期株主株

は自由に売買することができないため、初

期株主には株の所有権に対しより大き

な支配権が付与されることが有限会社

の利点です。 

単純型有限会社（SARL-S）を設立でき

るのは、ルクセンブルク経済省から事業許可

を得た自然人に限られます。私的証書が会

社設立に影響を及ぼす場合もあります。必

要最低資本金は１ユーロから１２，００

０ユーロ、設立時に上限１００％の払い

込みが必要です。

 

 

 

 
 

 

会社形態はこの他にもありますが、実際にはあまり活用されていません。個人事業主と事

業会社はルクセンブルク商業登記所に登記しなければなりません。 
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2024年ルクセンブルクで設立されたのは 

450社以上の株式会社 

5,200以上の有限会社 

1,130以上の単純型有限会社  

 

https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/comparatif.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/comparatif.html
https://www.lbr.lu/
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3. 出入国管理 
第三者国籍（EEA国以外の人）で３か月（９０日）を超える期間 

※EEA国とはEU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインまたはスイス連邦

を指す 

ルクセンブルクに滞在を予定する人は、入国前に滞在許可を申請しなければ

なりません。 

 
 

滞在許可 

滞在許可申請は、ルクセンブルク内務省移民局宛に送付しなければなりません。従業員、自営業主、

学生、インターン、研究者、家族、個人的な理由のうちいずれかで許可申請を行うことができます。 

 

３か月以内の滞在の場合、担当相により明確な許可を受けている場合を除き、第三者国籍者は従

業員または自営業主として活動することはできません。ルクセンブルクで自営業主としての事業設立を

希望する第三者国籍者は、様々な条件を満たす必要があります。 

 

 
 
 

 

 

申請方法 
 

 

 

 

入国前にしなければならないこと  

1 
内務省移民局に申請書を提出する 

 

2 
有効なパスポートを保持する 

 

3 
暫定滞在許可証が発行される 

暫定滞在許可証の受領後は、長期滞在ビザ
（Ｄタイプ）を申請する必要がある 

入国後にしなければならないこと 

1 
居住地域の自治体に到着届出を行う 

 

 

健康診断を受診する 

3 
申請料支払証明書（８０ユーロ）を

提出する 

 

手続き終了後、自治体の窓口にて滞在

許可を受領するよう書面で通知される 

 

5

4 

https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/plus-3-mois/ressortissant-tiers/travailleur-independant/independant.html


財政支援及び助成措置 
ルクセンブルクにおいて持続可能な拠点を設立した企業は、事業拡大、イノ

ベーティブなコンセプトや製品の開発、競争力を強化するための財政支援及

び助成措置を受けることができます 
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4. 

投資支援 

中小企業（ＳＭＥ）のうち、生産プロセスの創出、開

発、多様化または根本的変革を目的とする投資プロジ

ェクトを有する企業は、ＳＭＥ投資支援の対象となる

可能性があります。 

 

新興・イノベーティブ企業の   

支援策 

新興・イノベーティブ企業に特化した支援制度として、マッチ

ング・ファンド形式のエクイティ投資により、成長段階にあるス

タートアップに必要なキャッシュフローを支援します。 

研究開発（R＆D）と       

イノベーション 

公的財政支援は、イノベーティブ企業の民間資金を補完す

ることが可能です。ルクセンブルクで一定規模の事業活動を

行う企業は、ルクセンブルク経済省から研究開発（R＆D）

及びイノベーション関連プロジェクトに対する補助金を受け取

ることができます。この支援制度では、イノベーティブな製品の

研究開発だけでなく、事業化の実現性を検討する段階にお

いても資金援助が行われ、対象経費は実費精算されます。 

さらに、技術に関する知的財産の保護、イノベーション

に関する外部専門家への相談、高度専門人材の一

時的な出向受入へのアクセスなどへの支援策もありま

す。 

博士課程及びポスドクによる研究 

ルクセンブルク国立研究基金が提供するルクセンブルク産

業フェローシップ助成金 (“Aide à la Formation-

Recherche”) は、ルクセンブルク国内および海外の博士

課程やポスドクの研究・トレーニングプロジェクトを支援して

います。 

https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/aide-investissement.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement/rdi/aide-entreprises-innovantes.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement/rdi.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/financement-aides/aides-recherche-developpement/rdi.html
https://www.fnr.lu/funding-instruments/industrial-fellowships
https://www.fnr.lu/funding-instruments/industrial-fellowships


5. 税制 
ルクセンブルクに拠点を置く企業は法人税を支払う義務があり、製品及びサービスに

付加価値税（VAT）を適用しなければなりません。個人の場合は、個々の状況に

応じて課税されます。 

 

法人税法 
課税所得が２０万ユーロを超える企業に対する法人所得税

率は１６％です。これに加え、雇用基金への拠出金として法

人所得税額の７％が課せられます。地方事業税は６．７５

～１０．５％が適用され、自治体ごとに異なります。ルクセン

ブルク市内に拠点を置く企業の総合税率は上限２３．８

７％となります。 

 

課税所得が１７５，０００ユーロ未満の事業は、税率１４ 

％（＋７％の雇用基金への拠出金）の法人所得税が課税

されます。課税所得が１７５，０００～２００，００１

ユーロの事業は法人所得税（＋７％の雇用基金への拠出

金）が課税され、以下の計算方法で算出できます：２４，

５００ユーロ+１７５，０００ユーロを超える税額算定基

準額の３０％ 

 

さらに、純資産税として０．５％（または５億ユーロ以上の資

産に対して０．０５％）が課され、年間５３５～４，８１５

ユーロの範囲で最低一括純資産税が課せられます。 

 

個人所得税の税率 
ルクセンブルクの労働者は個々の状況に応じて税制の等級が異
なります。 

 

ルクセンブルクの自然人に対する所得税率はヨーロッパ諸国の中
で最も低いものの1つで、特に既婚者やパートナー制度加入者
に対しては特に顕著です。所得税は２３段階の累進課税であ
り、２０１７年以降の最高限界税率は４２％です。２０２
５年より、税額表の全区分がさらに調整されました。非適格社
会的最低賃金の所得者に対する実質的な税負担率はゼロで
す。 

 

最新のインパトリエート税制は2025年に導入されました。ルクセン
ブルクへ移住する対象労働者は、年間総報酬額の５０％、上
限４００，０００ユーロの所得税免税措置を受けることがで
き、最低年間総報酬額７５，０００ユーロであることが条件と
なります。
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若年層の人材を惹きつけるため、ルクセンブルクでは 

２０２５年から新たに３つの施策を導入しました。 

３０歳未満の従業員を対象として、特定の条件と上限を

満たす場合、賞与より７５％の税額を控除する「若年層従

業員向け賞与制度」 

 

３０歳未満の従業員を対象として、一定の所得上限の下、月額

最大１，０００ユーロとして一部を非課税とする「住宅手当」 

 

一定条件の下で、ルクセンブルク企業が従業員に対し、５０%を

非課税とする特定の「利益分配制度」 

一定の条件を満たす場合は、さまざまな税制優遇措置

を利用することができます。 

適格知的財産により生じた所得に対して８０％の所得税控除が適

応されます。 

 

一般的な投資に対して税額控除が適用され、デジタル・環境変革

に関連する特定の投資については上限１８％の追加控除を受け

られます。 

ルクセンブルクのVAT（付加価値税）率 

ルクセンブルクにおけるサービス提供に適用される標準的なVAT（付加価値税）率は１７％であり、ＥＵ

連合では最も低くなっています。 

ＶＡＴを適用する企業は、付加価値税登録番号を取得するために、ルクセンブルク間接税当局（ＶＡＴ等

を所管する税務当局）へ最初に申告する必要があります。 
 

https://impotsdirects.public.lu/fr/az/t/tarif_pers.html#%3A~%3Atext%3D22%20%25%20pour%20la%20tranche%20de%2Centre%2037.845%20et%2039.996%20euros
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/tva/notions/tva.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/fiscalite/tva/inscriptions-declarations/inscription-tva.html


 

6. 社会保障 
ルクセンブルクは、あらゆる状況に対応し、かつ高度な発展を遂げ

た効率的な社会保障制度を有しています。 

 

社会保障制度 

ルクセンブルクの社会保障制度は、疾病、妊娠、障害、死亡、高

齢のリスクに対応し、私生活および就業中の事故を保障します。 

 

すべての企業は、事業開始届および雇用開始届に記入し、共

同社会保障センターへ提出する必要があります。同センターは、

データ、社会保障加入者の登録や各種保険基金に対する拠

出金の徴収などを取り扱っています。 

 

企業は、疾病による所得減少から生じる財政的責任をまっとう

するため、雇用主相互保険（MDE）に任意加入することがで

きます。 

 

自営業者の家族で、かつその自営業者の収益に依存し健康保

険の恩恵を受ける者は、共同社会保障に個人として登録されて

いないことを条件として、共同被保険者となります。１つの保険

制度に共同登録するための条件は、被保険者がルクセンブルク

在住であるか否かで異なります。 
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社会保障拠出金 

社会保障拠出金は、額面給与の２５％です。額面給与

の１６％が年金保険への拠出金として支払われ、この拠

出金（社会保障拠出金全体に含まれる）のうち半分は

雇用主が負担し、残り半分は従業員の給与から直接差し

引かれます。 

https://ccss.public.lu/en.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/obligations-fiscales-sociales/securite-sociale.html
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/obligations-fiscales-sociales/securite-sociale.html
https://mde.public.lu/fr.html


 

7. 転居 
ルクセンブルクは居住地として魅力的な場所であり、優れたライフワ

ークバランスを提供します。短い通勤時間により、健全でバランスの

とれた家庭生活と社会生活を保つことができます。 

 

住居の探し方 

不動産市場に関する情報を提供する様々な情報源が利用

可能です。ルクセンブルク住宅概況ポータルには、立地に応じ

て、賃貸と分譲双方の不動産価格が提供されています。数多

くのウェブサイト、不動産会社、転勤支援サービスがあなたの不

動産探しを支援してくれます。 

 
 

リロケーションエージェンシー 

リロケーションエージェンシーは、ルクセンブルクへ移住する外国人

駐在員に対して、行政手続きの支援を行ったり、個別ニーズに

合わせたサポートを提供します。多言語対応のチームがロジステ

ィックス支援を行い、ルクセンブルクでの生活立ち上げを可能な

限り容易にします。 

 
 

 

 

 
 

事業の本拠地 

ルクセンブルクには、御社向けの民間オフ
ィスの選択肢が多数あります。産業ゾー
ンやビジネスパークでは、企業向けの土
地区画やカスタマイズされた建物が提供
されています。 

オフィススペースを提供する公的または
民間のビジネスインキュベーターもありま
す。そのほとんどは特定セクターに特化し
た活動に加えて、イノベーションやテクノ
ロジーに焦点を当てています。通常イン
キュベーターへ入居するために、企業は
事業計画書提出、面接、委員会によ
る最終選考を含む申請手続きに従う
必要があります。 
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https://logement.public.lu/fr.html


8. 教育 
より多く海外の生徒と学生を受け入れることを目的に、ルクセンブルク

の教育体制は、全国規模で絶え間なく発展しています。義務教育は

４～１６歳までで、初等、中等教育合わせて、最低１２年受ける

必要があります。 

 

 

                     

 

 

    大学以上の高等教育 

     ２００３年設立のルクセンブルク大学は、 
     際立って多言語かつインターナショナルであり、 
     研究を主眼に置いています。 
     同校は、３つの学部と３つの学際センターで 
     構成されています 
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中等教育学校（リセ） 

国際的な労働人口を抱えるルクセンブルクには、多様
で実績ある国際教育の提供体制があり、公立校（無
料）と私立校があります。通常のルクセンブルクの学校
体制に加えて、公立・私立ともに多くのインターナショナ
ルスクールが英語とフランス語を用いた教育を行っていま
す。 

保育サービスと幼稚園 

保育園は手頃な価格でかつ多言語対応しており、ル
クセンブルクでは現在８００を超える公私立の保育
園が存在しています。子ども一人あたり週２０時間、
保育園が無料で利用できます。４～６歳児が受ける
義務教育最初の２年間は幼稚園（いわゆる
「Spillschoul」）で行われます。 

小学校 

９月１日時点で６歳を迎えるすべての対象児童
は、小学校に入学しなければなりません。児童はまず
ドイツ語に触れ、２年生からはフランス語の学習を開
始します。英語は中等教育でのみ導入されます。 
 
一部の小学校では英語で授業を受けられます。
公立教育の代わりに、私立校やインターナショナル
スクールなども存在し、中には最初から英語教育を
実施する学校もあります。 

https://wwwen.uni.lu/
https://men.public.lu/fr/grands-dossiers/systeme-educatif/offre-internationale/en.html
https://men.public.lu/fr/grands-dossiers/systeme-educatif/offre-internationale/en.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

ルクセンブルクで事業を立ち上げるには 

 
より詳しい情報をご希望の方は、以下の連絡先ま

でお問い合わせください。 

ルクセンブルク貿易投資事務所－東京 

E-mail: tiotokyo@mae.etat.lu 

Phone: +81-3-3265-9261 

 

luxembourgtradeandinvest.com/ja-jp 

houseofentrepreneurship.lu 
guichet.lu 
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